
様式１

請求日 決定日 公文書の件名 決定内容 担当局 担当

令和７年
10月16日

令和７年
10月29日

市民の声25-05896　の回答文書 不存在 号 淀川区役所 政策企画課

令和７年
10月22日

令和７年
11月５日

大阪市公文書管理条例
大阪市公文書管理条例施行規則
大阪市公文書管理規程

公開 号 淀川区役所 政策企画課

令和７年
10月30日

令和７年
11月12日

2016年7月22日淀川区役所広聴（○○）のモラハラについてのご意見を総務課人事担
当職員に手渡したが、まだ回答がない。

大阪市広聴ガイドラインどおりに公務ができない淀川区役所が、市民からご意見の回
答の催促や情報開示請求等をされて、その度に、淀川区役所から市民に回答以外の
ことが記載された郵便が届けられる。

2016年7月22日から14日以内に大阪市広聴ガイドラインどおりに回答（公務）していた
ら、公金の無駄遣いもなく終わっていたことなのに。

郵送代等の公金ばかり使って、淀川区役所はまだ回答を作成しない。

淀川区役所が怠慢なせいで、一体（2016年7月22日から現在まの9年以上）いくら公金
を無駄遣いしたのか？

淀川区役所による公金の無駄遣い（怠慢）がわかるものの開示を求める。

不存在 号 淀川区役所 政策企画課

公開請求の内容及び処理状況

淀川区役所10月分

非公開事由
（7条該当号）


